
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例 

 
 
（目的） 

第１条 この条例は，本市の市政に対する市民の参画を推進するための基本的な

事項を定めることにより，市民及び市が協働による住みよいまちをつくること

を目的とする。 

 
 
 
【解説】 

  市は総合計画における基本構想を理念に，市民と共に自治の運営に取り組

んできました。また，市はこれまで市民参加を推進してきましたし，自治会

のみならずＮＰＯもさまざまな活動を展開しだしています。そこで，総合計

画の理念を基本にして，これからの「まちづくり」のさらなる発展のため，

市と市民との関係を見直し，参加や協働のルールを定める必要性が生じまし

た。 

  市は本条で述べる目的に向けて鋭意努力することは言うまでもありません

が，市民と共により良い協働関係を創り上げて行くためには，本条例も市民

と市が共に育てていくべきものです。 



 
（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。 

(1)  市民 市内に在住，在勤及び在学する個人並びに市内で活動する法人そ

の他の団体をいう。 

(2)  市民参画 市民が市政に参加する意思を反映させることを目的として市

の施策の企画立案，実施及び評価の過程に参加することをいう。 

(3)  協働 市民及び市がまちづくりについて，それぞれの役割と責務を自覚

し，互いに尊重し， 

補完し，協力することをいう。 

(4)  審議会等 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３

項の規定により設置する審議会等及び市の施策の企画立案，意見交換，提

言等を行うため要綱等により設置する委員会等をいう。 

(5)  市民提案 市民が自ら施策を提案し，又は市の求めに応じて市民が提案

することに対して，その提案の概要，提案に対する市の考え及び結果を公

表する手続をいう。 

(6)  ワークショップ 市の施策の策定に当たり，一定の案に集約するため，

市民が参加し，各種共同作業等を行い，施策について議論する方法をいう。 
(7)  パブリックコメント 市の施策の策定に当たり，その施策の趣旨，目的，

内容等を公表し，広く市民の意見を提出する機会を設け，提出された意見

に対する市の考え及び結果を公表する手続をいう。 

 
 
 
【解説】 

  本条では，これからの「まちづくり」に必要な用語とその積極的な意味に

ついて説明しています。 

  「市民」については，市内に生活の本拠を有する住民に限定し，住民がよ

り良い権利行使ができるようにすべきであるという考え方もあります。し

かし，本条例は，住所が市内になくても芦屋市に貢献する法人などの団体

も積極的に市民と解釈し，広く英知を結集して，より良いまちづくりを行

おうとすることを目指しています。従いまして，芦屋市に通勤や通学され

る方々にも積極的にまちづくりに協力を求めることになります。 

   「市民参画」は，市が市民の意見を聞いて判断すると言う広聴とは異な

り，市民が市の施策の企画立案，実施及び評価の過程に直接参加すること 



を意味しています。従って，この市民参画の理念に向けて，市は積極的に

市民参画手続を改善していくことになります。 

  「協働」の定義は様々ですが，まずは本条のように定義し，第１５条で述

べる協働の拠点を中心に，協働のより良きあり方を追求してことが大切で

す。 

   「審議会等」は，市の政策形成に影響を及ぼす重要な機関ですので，本

条例の趣旨に沿う形で「審議会等」の発展を考える必要があります。 

   「市民提案」は，市民の提案を前提に，市が施策に取り入れたり，協働

実施を検討したりすることで，市民と市との関係の改革のためには重要な

手段です。 

   「ワークショップ」は，市民の意見を集約する有力な手段と考えられてい

ます。ワークショップには様々な手法がありますので，いろいろな場面で

積極的に採用していけば，より良きワークショップの手法の発展に，ひい

てはまちづくりに貢献することになります。 

   「パブリックコメント」は，計画案などについて，市民の意見を聴取する

有力な手段として，各地方公共団体で採用されつつあります。 



  
（基本原則） 

第３条 市民及び市は，次に掲げる原則を踏まえ，市民参画及び協働の推進を図

るものとする。 

(1)  自立の原則 市民は，自らの意思により市民参画及び協働の推進を行い，

市は，市民活動の自主性を尊重する。 

(2)  対等の原則 市民及び市は，対等の関係として市民参画及び協働の推進

を行う。 

(3)  相互理解及び協力の原則 市民及び市は，市民参画及び協働の推進の目

的を共有し，信頼関係の醸成と相互協力関係の形成に努める。 

(4)  情報の提供及び共有の原則 市民参画及び協働の推進に関する情報につ

いて，市民は自らの持つ活動の情報を提供し，市は積極的に情報を公開し，

互いに共有する。 

(5)  評価と説明の原則 市民参画及び協働による施策の実施にかかわる市民

は，それぞれが担った役割の成果について評価と説明を行い，市は，市民参

画及び協働により行う施策の実施について，評価と説明の責任を持つ。 

 
 
 
【解説】 

   本条は，芦屋市の市民参画や協働を推進するための，市と市民が共有すべ

き原則を定めたものです。 

   代議制民主主義が大前提であり，選挙で選ばれた首長や議会には法に定め

られた権限を運用する権利がありますので，市政運営にあたっては透明性

を高め，民主的な運営が保障されなければなりません。従って，「情報の提

供及び共有の原則」や「評価と説明の原則」は重要となります。 

    このことを前提に，「相互理解及び協力の原則」，「自立の原則」ならびに

「対等の原則」が生きてくるのです。「対等の原則」については，地域課題

を解決するため，あるいは市民参画の手続や協働の推進のため，市と市民

は対等の立場で話し合い，それぞれの役割と責任を果たすことを意味して

います。 



 
（市の責務） 

第４条 市は，市民の市民参画及び協働への意識と意欲を高めるよう啓発を行

う。 

２ 市は，市民が市政について必要とする情報を積極的に公開する。 

３ 市は，市民が容易に市政に参画し，協働を推進できるよう創意工夫を行う。 

 
 
 
【解説】 

   市民参画も協働も市が精力的に推進する姿勢を示さない限り，なかなか前

進しないと考えられます。従って，まず市の責務の重要性を宣言しています。 

 
 
 
 



 
（市民の責務） 

第５条 市民は，協働の精神の下で市民参画に取り組み，公共の利益を図る 

ことを基本として，積極的な協働に努める。 

 
 
 
【解説】 

   現実には全ての市民が市民参画や協働に積極的であるわけではありません。

しかしながら，住みよいまちをつくるためには，市民も責任と義務を自覚す

ることが必要となりますので，本条で宣言しています。 

 



 
（市民参画の対象） 

第６条 市民参画の手続の対象となる施策は，次の各号のとおりとする。 

(1)  市の基本構想，基本計画その他基本的事項を定める計画等の策定又は重要

な変更 

(2)  市政に関する基本方針を定め，又は市民に義務を課し，若しくは権利を制

限する条例の制定又は改廃 

(3)  公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等若しくはその

利用や運営に関する方針の策定又はそれらの重要な変更 

(4)  その他市民生活に極めて重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する施策については，

市民参画の手続を行わないことができる。 

 (1) 法令又は条例に施策の実施の基準が定められ，当該基準に基づき行うも

の 

(2) 市税の賦課徴収及び分担金，使用料，手数料等の徴収に関するもの 

  (3) 前２号に掲げるもののほか，緊急を要するものその他やむを得ない理由

があるもの 

 
 
 
【解説】 

   本条は市民参画の対象を定めたものでありますが，これまでに市が市民参 

画で取り組んできた領域を整理し，他の市で定めている領域を勘案した結果，

まずは本条で定める領域を市民参画の領域とするものである。 

   もちろん，第 4 条で宣言したように，市は積極的に市民参画に取り組むべ 

きであり，本条 2 項はやむを得ない正当な理由がある場合に限定することは 

言うまでもありません。また，法制度改革により，例えば指定管理者制度に

より指定管理者が使用料，手数料を設定することは法制度上可能とするなど

法制度改革も流動的であり，必要に応じて市は市民参画が柔軟に対応できる

よう，前向きに検討する必要があります。しかしながら，地方自治法上，市

税の賦課徴収及び分担金，使用料，手数料等の徴収に関する直接請求は認め

られていませんので，本条例もこの考え方を当面踏襲することとしました。 

 



 
（市民参画の手続） 

第７条 この条例における市民参画の手続は，次のとおりとする。  

(1)  審議会等の活用 

(2)  市民提案の活用 

(3)  ワークショップの開催 

(4)  パブリックコメントの活用 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が適当と認める協議会，公聴会等の活用 
２ 市は，手続の実施に当たっては，前項各号の手続のうちから，適切かつ効果的

なものを選択し，実施しなければならない。 

  
 
 
【解説】 

   本条は，市民参加の手続きに関する手法を列挙したものです。本条第 1 項

第 5 項に定められているように，これらは例示であり，市と市民との協働に

より新たな参加手法の開発にも努める必要があります。本条の中では，市民

提案制度は，市民を主人公に据えた発想に基づく手法で，これから新たにス

タートしていくものです。 

  なお，他市の類似条例には住民投票について定めているものもあります。

市では，抜き差しならない問題が発生した場合に，必要に応じて議会が住民

投票条例を定めることができるので，住民投票は重要な手続きではあるが，

今回は以下の理由で割愛しました。それは，まずは市民の英知を結集して，

住みよいまちをつくることが先決であり，そのためには住民投票の必要性が

生じないように，住民参画や協働を徹底してすすめていくことを優先すべき

と判断しました。 

 



 
（審議会等） 

第８条 市は，審議会等の委員の選任に当たっては，他の審議会等における委員

の就任状況，構成等を勘案し，選任するよう努めるものとする。 

２ 市は，審議会等に市民公募による委員を１人以上選任するよう努めなければ

ならない。 

 
 
 
【解説】 

  審議会には，当該審議会にとって適切な市民代表，専門家が選任されなけ

ればなりません。そのために，これまで意見の反映が少なかった女性比率を

高めることは言うまでもなく，公募委員も積極的に採用していくことが必要

です。 

 



 
（市民提案） 

第９条 市民は，市民提案により具体的な施策を提案することができる。 

２ 市は，市民から施策に対する提案を求めようとするときは，あらかじめ次の

事項を公表する。 

(1)  対象事項の目的 

(2)  提案の提出先，提出方法及び提出期間 

(3)  その他提案に関する必要な事項 

３ 市は，市民からの提案について検討を行い，市の考え及び検討結果を公表す

る。ただし，芦屋市情報公開条例（平成１４年芦屋市条例第１５号）の趣旨に

照らし，公表することが不適当と認められる部分（第１１条第３項において「非

公開情報部分」という。）については，公表しない。 

 
 
 
【解説】 

  本条は，市は市の求める施策について市民提案を公募する場合に加えて，

より積極的に主人公である市民の提案を恒常的に求め，市民と市が協働して

実施できるか否かの検討を行うことを目的に設置しています。 

  市民からの提案については，市の各部署が横断的，公正に審査するシステ

ムを設けるなど，市は市民提案に積極的に対応していきます。また，採用，

不採用にかかわらず，その審査結果について市は説明責任を果たす努力をし

ます。 

 
 
 
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例施行規則 

 （市民提案の手続）  

第２条 条例第９条第１項の規定に基づき市民提案を行おうとする市民は，市

民提案書（様式第１号）に必要事項を記載し，提出するものとする。 

２ 条例第９条第２項各号に規定する事項は，提案を求める日の１０日前まで

に公表するものとする。 

３ 市民提案の検討結果及びその理由は，提出期限から起算して６月を超えな

い範囲内において提案者に通知し，検討結果及びその理由を公表する。ただ

し，事務処理上の困難その他正当な理由があるときは，その理由を公表した

上で延長することができる。 



 
（ワークショップ） 

第１０条 市は，ワークショップを開催するときは，広く市民の参加を求め，

素案の合意形成が図られるよう努めなければならない。 

 
 
 

【解説】 

 ワークショップについては，様々な手法があり，市は市民と協働で新たな

手法開発に努めつつ，本条の趣旨を十分に果たしていく努力が求められてい

ます。 

 
 
 

芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例施行規則 

 （ワークショップの手続）  

第３条 条例第１０条の規定に基づきワークショップを開催するときは，市は，

次の事項を公表する。 

(1) 開催日時及び開催場所 

(2) 対象事項の案及び関係資料 

(3) その他必要な事項 

２ 前項に規定する事項は，ワークショップの開催日の１月前までに公表する

ものとする。 

３ 市は，ワークショップを行うときは，開催日時等に配慮し，市民が参加し

やすい環境づくりに努めるものとする。 

４ ワークショップに参加しようとする市民は，ワークショップ参加申込書（様

式第２号）に必要事項を記載し，市に提出するものとする。 

５ 市は，ワークショップを開催したときは，開催結果を３月を超えない範囲

内において作成し，公表する。 



 
（パブリックコメント） 

第１１条  市は，パブリックコメントを実施しようとするときは，あらかじめ次

の事項を公表する。 

(1)  対象事項の案及び関係資料 

(2)  意見の提出先，提出方法及び提出期間 

(3)  その他意見に関する必要な事項 

２ 意見の提出期間は，原則として１月以上とする。ただし，緊急の必要がある

ときその他やむを得ないときは，その理由を公表した上で意見の提出期間を短

縮することができる。 

３ 市は，提出された意見について検討を行い，市の考え及び検討結果を公表す

る。ただし，非公開情報部分については，公表しない。 

 
 
 
【解説】 

  パブリックコメントについては，他の市民参画手続との関係も勘案しつつ，

より効果が上がるよう実施していくことが求められています。また，パブリ

ックコメントについて，市が市の考えを回答する責任を負うことは言うまで

もありませんが，必要に応じて市民相互の意見交換の場を設定し，市民が主

体的に意見調整する場合も考えられます。 

 
 
 
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例施行規則 

 （パブリックコメントの手続） 

第４条 条例第１１条第１項各号に規定する事項は，パブリックコメントの実

施日の１０日前までに公表するものとする。 

２ 条例第１１条第１項第２号に規定する提出方法は，次に掲げるものとする。  

(1) 担当の所管課への提出 

(2) 郵便  

(3) ファクシミリ  

(4) 電子メール 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市が適当と認める方法 

３ 市は，市民からの意見について総合的に検討を行い，提出期限から起算し

て３月を超えない範囲内において，検討結果及びその理由を公表する。 



 
（市民参画の手続の実施時期） 

第１２条 市は，市民参画の対象となる施策の決定前のできるだけ早い時期から

市民参画の手続を実施するよう努めなければならない。 

 
 
 
【解説】 

  市民参画は，市の施策の企画立案，実施及び評価の過程に市民が直接参加

することですから，施策の決定にあたっては，可能な限り早期から市民参画

が必要となります。従って，早期から，どのような市民参画の手続を採用し，

どのように市民参画の手続を組み立てていくかについて，市は市民と共に開

発していくとともに，積極的に市民参画を実施していきます。 

 
 



 
（市民参画の手続の公表） 

第１３条 市民参画の手続に関する事項を公表するときは，次に掲げる方法のう

ちから適切な方法により行うものとする。 

(1)  担当の所管課での閲覧 

(2)  市広報紙への掲載 

(3)  市ホームページへの掲載 

(4)  行政情報コーナーでの閲覧 

(5)  その他効果的に周知できる方法 

 
 
 
【解説】 

  市民参画を推進する前提として，市は市民参画の手続に関する情報を広く

市民に提供しなければなりません。そのために，本条は，市が効果的に市民

に周知する方法を定めたものです。 

 



 
 （実施予定及び実施状況の公表） 

第１４条 市は，毎年度，その年度における市民参画の手続の実施予定及び前年

度における市民参画の手続の実施状況を取りまとめ，公表するものとする。 

 
 
 
【解説】 

   本条は，第 17 条の推進計画の公表と前年度の実施状況の公表を義務付けて

いるものです。後者の前年度の実施状況については，行政評価とリンクして

適切な公表ができるように努めることが市に求められています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（協働の拠点） 

第１５条 市は，市民参画及び協働の推進を図るため，地域の課題解決又は発展

を目的として市内で活動する個人及び市民活動団体（次条において「市民活動

団体等」という。）の協働の拠点を設置する。 

２ 前項の協働の拠点の運営については，市民が市の協力を得て行うものとす

る。 

 
 
 
【解説】 

   協働の拠点を設けることで，市と市民（市民活動団体含む）との相互交流，

情報の共有化を推進すると共に，市民相互の交流や連携を活性化させること

が可能となります。この基盤が形成されることによって，課題解決や住みよ

いまちづくりのための，協働関係や役割分担関係をより良い方向へ発展させ

ていくことができます。 

   この協働の拠点は，ＮＰＯだけのものではなく，自治会やボランティア団

体など幅広く市民活動団体が交流する拠点となることが，特色です。 

  協働の拠点は，市民による自立した運営が可能となるまでは，市が自立化

支援を行っていきます。 

 



 
（市民活動団体等への支援） 

第１６条 市は，市民活動団体等に対して，その活動の支援に努める。 

 
 
 
【解説】 

本条は，市が市民活動団体に市民公益活動支援を積極的に行うことを定めた

ものです。ＮＰＯだけでなく，自治会やボランティア団体など，公益活動を行

う全ての市民活動団体が対象となります。前条の，協働の拠点も市の支援の一

つですが，それ以外にも多様な市民公益活動支援に市は努めてまいります。 



 
（推進計画） 

第１７条 市は，市民参画及び協働による市政を総合的に推進するための計画

（以下「推進計画」という。）を定め，実施するものとする。 

２ 市は，推進計画を定め，又は変更するときは，その内容を公表するものとす

る。 

 
 
 
【解説】 

  推進計画には，市民参画及び協働の理念，指針を盛り込むと共に，市全体

あるいは部署毎の年間計画を定め，推進計画を年度当初に公表するものであ

ります。 

推進計画は，市が市民に市民参画や協働の姿勢を示す最も重要な計画であ

り，行政評価の基準にもなります。その時々の地域社会や行政の状況を前提

に，実施可能な推進計画を建てるとともに，毎年より前向きに発展していく

ように市は努めます。 

 
 
 



 
  （芦屋市市民参画協働推進会議への諮問） 

第１８条 市長は，推進計画の策定，推進計画の進行状況その他推進計画に関し

必要な事項については，芦屋市附属機関の設置に関する条例（平成１８年芦屋

市条例第５号）第２条に規定する芦屋市市民参画協働推進会議に諮るものとす

る。 

 
 
 
【解説】 

  芦屋市市民参画協働推進会議は，市長の諮問に応じて，推進計画の進行管

理や外部評価の機能を果たすと共に，市民参画や協働について改善，改革の

提言を行う機関である。従って，市長は最も効果の上がる適切な市民等を同

推進会議の委員に選任するように努め，同会議は原則として公開の場で開催

されなければならない。 



 
 (補則) 

第１９条 この条例の施行に関し，必要な事項は，規則で定める。 

 
 
 
 
附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際，既に着手され，又は着手のための準備が進められてい

る施策であって，市民参画の手続を実施することが困難なものについては，第

８条から第１１条までの規定は適用しない。 

（検討） 

３ 市は，社会情勢の変化及び市民参画の推進状況に応じて検討を加え，その結

果に基づいて，５年以内を目途にこの条例の見直し等の必要な措置を講じるも

のとする。 

 
 
 
【解説】 

  本条例は，市民と市が共に育てる条例である。従って，必要があれば早期

に見直し，より良い条例に改善していく必要がある。そのために，５年以内

と言う期限を設定したものです。 

 



 
 （芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

４ 芦屋市附属機関の設置に関する条例（平成１８年芦屋市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条の表市長芦屋市総合計画審議会の項の次に次のように加える。 

 
 

芦屋市市民参画協

働推進会議 

市民参画に関する事項

の調査審議 

８人以内 (1) 学識経験者 

(2) 市民 

(3) 市民団体の代表者 

２年 

（芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年芦屋市条

例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  別表芦屋市総合計画審議会の項の次に次のように加える。 

会長 日額 13，500 芦屋市市民参画協働推進会議 

 委員 日額 11，200 
 

 

 


